
開
か
れ
た
市
政
を
推
進
し
て
い
ま
す

平
成
27
年
度
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
制
度
運
用
状
況

●
請
求
件
数�

27
件

（
内
訳
）

・
市
長
部
局�

16
件

・
教
育
委
員
会�

６
件

・
議
会
事
務
局�

５
件

・
監
査
事
務
局�

１
件

●
公
開
な
ど
の
決
定
状
況

・
公
開�

20
件

・
部
分
公
開�

６
件

・
却
下（
不
存
在
）�

２
件

※�

１
件
の
請
求
で
複
数
の
公
文
書
が
該
当

す
る
場
合
が
あ
る
た
め
、請
求
件
数
よ

り
、内
訳
と
決
定
状
況
の
件
数
が
多
く

な
っ
て
い
ま
す
。

●
部
分
公
開
の
理
由

・
個
人
情
報�

４
件

・
法
人
情
報�

３
件

※�

複
数
の
非
公
開
事
由
が
あ
る
た
め
、部
分

公
開
決
定
件
数
と
は
一
致
し
ま
せ
ん
。

情
報
公
開
制
度

　

市
で
は
、公
正
で
開
か
れ
た
市
政
の
推
進
の

た
め
、情
報
公
開
条
例
に
基
づ
き
情
報
公
開
を

実
施
し
て
い
ま
す
。ま
た
、同
時
に
市
の
保
有
す

る
個
人
情
報
の
適
正
な
取
り
扱
い
と
個
人
情
報

の
開
示
請
求
な
ど
の
手
続
き
な
ど
を
定
め
た
個

人
情
報
保
護
条
例
に
基
づ
き
、市
民
の
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
保
護
に
努
め
て
い
ま
す
。

　

市
税
は
私
た
ち
が
安
心
し
て
健
康

な
暮
ら
し
を
す
る
た
め
に
重
要
な
役

割
を
持
っ
て
い
ま
す
。市
税
を
滞
納

す
る
こ
と
は
、多
く
の
納
税
者
と
の

公
平
性
を
欠
く
だ
け
で
な
く
、市
の

財
政
を
圧
迫
し
、住
民
サ
ー
ビ
ス
に

も
支
障
を
来
す
こ
と
に
つ
な
が
り
ま

す
。こ
れ
ら
の
理
由
か
ら
、滞
納
者
に

対
し
て
は
、滞
納
処
分
な
ど
に
よ
る

強
制
的
な
徴
収
を
実
施
し
ま
す
の

で
、や
む
を
得
な
い
事
情
な
ど
で
、納

付
が
困
難
と
な
っ
た
と
き
は
、放
置

せ
ず
に
、今
後
の
納
付
に
つ
い
て
必

ず
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　

市
で
は
５
月
か
ら
７
月
に
現
年
度

の
課
税
通
知
と
納
付
書
を
対
象
者
に

送
付
し
て
い
ま
す
。手
元
に
届
い
た

ら
、課
税
金
額
と
納
付
期
日
を
確
認

い
た
だ
き
、期
日
ま
で
に
確
実
に
納

め
て
く
だ
さ
い
。

①
納
税
通
知
書
発
送

　
　②

督
促
・
催
告

　

納
期
限
を
過
ぎ
る
と
、督
促
状
を
発
送
し
ま

す（
延
滞
金
が
発
生
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）。

納
付
が
困
難
な
人
に
は
納
税
相
談
を
行
っ
て
い

ま
す
。そ
れ
で
も
納
付
し
て
い
た
だ
け
な
い
人

に
は
、文
書
や
訪
問
に
よ
り
納
税
の
催
告
を
行

い
ま
す
。

　
　③

財
産
調
査

　

勤
務
先
、金
融
機
関
、生
命
保
険
会
社
、官
公

庁
、取
引
先
な
ど
に
対
し
て
財
産
調
査
を
行
い

ま
す
。な
お
、事
前
に
本
人
の
承
諾
は
必
要
あ
り

ま
せ
ん
。

　
　④

滞
納
処
分（
財
産
差
押
）

　

納
税
相
談
の
連
絡
が
な
い
場
合
は
、財
産
の

滞
納
処
分（
財
産
差
押
）を
執
行
し
ま
す
。

　
　⑤

換
価
処
分（
債
権
取
立
・
不
動
産
公
売
）

　

差
押
え
た
財
産
は
取
立
て
、不
動
産
に
つ
い

て
は
公
売（
売
却
）に
よ
り
換
価
後
、税
に
充
当

し
ま
す
。

問
収
納
課
納
税
推
進
係　
☎
71
●

２
３
２
０

　
税
務
課
市
民
税
係　
　
☎
71
●

２
３
１
９

　
税
務
課
固
定
資
産
税
係�

☎
71
●

２
３
２
１

問
総
務
課〔
東
庁
舎
〕

　
☎
71
●

２
３
５
７　

72
●

３
３
９
０

　

今
後
も
、さ
ら
な
る
公
平
性
の
確
保
と
透
明

性
の
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、よ
り
市
民
に
身

近
な
市
政
の
構
築
を
推
進
す
る
た
め
、両
制
度

の
平
成
27
年
度
の
運
用
状
況
を
公
表
し
ま
す
。

●
請
求
件
数�

６
件

（
内
訳
）

・
市
長
部
局�

６
件

●
開
示
な
ど
の
決
定
状
況

・
開
示�

４
件

・
部
分
開
示�

２
件

●
部
分
開
示
の
理
由

・
請
求
者
以
外
の
個
人
情
報�

２
件

個
人
情
報
保
護
制
度

～
収
納
強
化
に
向
け
て
オ
ー
ル
税
務
室
で
取
り
組
み
ま
す
～

自
主
的
な
納
税
を

　

滞
納
処
分
は
、や
む
を
得
ず
実

施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、法
律

で
定
め
ら
れ
た
最
終
手
続
で
す
。

納
税
は
国
民
の
義
務
で
あ
り
、

様
々
な
形
で
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
受

け
る
た
め
に
不
可
欠
な
も
の
で
あ

る
こ
と
を
理
解
い
た
だ
き
、自
主

的
な
納
税
を
お
願
い
し
ま
す
。

滞
納
処
分
ま
で
の
流
れ

現
年
度（
平
成
28
年
度
）課
税
分
の
徴
収
強
化
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